
 第１２号議案  

 

 

職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備

等及び経過措置に関する条例の制定について  

 

 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関

する条例を次のように制定するものとする。  

 

   令和４年１１月２８日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の

整備等及び経過措置に関する条例  

 

目次  

 第１章  関係条例の整備等（第１条－第１１条）  

 第２章  経過措置（第１２条－第１４条）  

 附則  

 

    第１章  関係条例の整備等  

 

 （亀岡市職員の再任用に関する条例の廃止）  

第１条  亀岡市職員の再任用に関する条例（平成１３年亀岡市条例

第３６号）は、廃止する。  

 （亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）  

第２条  亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

１７年亀岡市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

 第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に

改める。  
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 （職員の定年等に関する条例の一部改正）  

第３条  職員の定年等に関する条例（昭和５９年亀岡市条例第３１

号）の一部を次のように改正する。  

 題名の次に次の目次及び章名を付する。  

目次  

 第１章  総則（第１条）  

 第２章  定年による退職等（第２条－第５条）  

 第３章  管理監督職勤務上限年齢による降任等（第６条－第９

条）  

 第４章  定年前再任用短時間勤務職員の任用（第１０条）  

 第５章  雑則（第１１条）  

 附則  

    第１章  総則  

 第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条

の３」を「。以下「法」という。）第２２条の４第１項及び第２

項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２８

条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改める。  

 第２条の前に次の章名を付する。  

    第２章  定年による退職等  

 第３条中「６０年」を「６５年」に、「６５年」を「７０年」

に改める。  

 第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲

げる事由がある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわら

ず、当該職員に」に、「その職員を当該」を「当該職員を当該定

年退職日において従事している」に、「引き続いて」を「引き続

き」に改め、同項各号を次のように改める。  

⑴  業務の性質上、当該職員の退職による担当者の交替により

当該業務の継続的遂行に重大な障害が生じること。  

⑵  職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な

経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤

務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生じる欠

員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害  
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が生じること。  

 第４条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、

「存する」を「ある」に、「１年」を「これらの期限の翌日から

起算して１年」に改め、同項ただし書中「その」を「当該」に改

め、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、「に

は、」の次に「あらかじめ」を加え、同条第４項中「任命権者は」

の次に「、第１項又は第２項の規定により引き続き勤務する職員

について」を加え、「第１項の事由が存しなくなった」を「第１

項各号に掲げる事由が消滅した」に、「その期限を繰り上げて退

職させることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」

に改める。  

 本則に次の３章を加える。  

    第３章  管理監督職勤務上限年齢による降任等  

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職に含まれ

る職）  

第６条  法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次

に掲げる職（医療業務に従事する医師が占める職を除く。）と

する。  

⑴  亀岡市一般職員の給与に関する条例（昭和３０年亀岡市条

例第２５号）第９条に規定する管理職手当を支給される職員

の職  

⑵  前号に準ずる職として市長が定める職  

（管理監督職勤務上限年齢）  

第７条  法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年

齢は、年齢６０年とする。  

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準）  

第８条  任命権者は、他の職（法第２８条の２第１項に規定する

他の職をいう。第２号において同じ。）への降任等（降任又は

転任（降給を伴う転任に限る。）をいう。以下この章において

同じ。）であって、同項本文の規定によるもの（以下この章に

おいて「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、

法第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第  
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５６条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければ

ならない。  

⑴  当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等

に基づき、降任等をしようとする職の属する職制上の段階の

標準的な職に係る法第１５条の２第１項第５号に規定する標

準職務遂行能力（次条第３項において「標準職務遂行能力」

という。）及び当該降任等をしようとする職について適正を

有すると認められる職に、降任等をすること。  

⑵  人事の計画その他の事情を考慮した上で他の職のうちでき

る限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。  

⑶  当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占め

ていた管理監督職（法第２８条の２第１項に規定する職をい

う。以下同じ。）が属する職制上の段階より上位の職制上の

段階に属する管理監督職を占める職員（以下この号において

「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする場合に

は、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を

考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員

の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階

又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、

降任等をすること。  

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任

用の制限の特例）  

第９条  任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占

める職員については、次に掲げる事由があると認めるときは、

当該職員が占める管理監督職に係る異動期間（当該管理監督職

に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後

における最初の４月１日までの間をいう。以下この条において

同じ。）の末日から起算して１年を超えない期間内（当該期間

内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の

翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で

当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員

に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。  
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⑴  業務の性質上、当該職員の他の職への降任等による担当者

の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生じるこ

と。  

⑵  職務が高度に専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な

経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤

務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等に

より生じた欠員を容易に補充することができず業務の遂行に

重大な障害が生じること。  

２  任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これら

の規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督

職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあ

ると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期

間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間

内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期

間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項において

同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長することができ

る。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員

が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して

３年を超えることができない。  

３  任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することが

できる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職

群（職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、

これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その

他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督

職をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監督職を

占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督

職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力

及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員

（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員

を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があ

るため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に

生じる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な  
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障害が生じると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に

係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内

で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職

員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を

当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に

降任し、若しくは転任することができる。  

４  任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間

（これらの規定により延長された期間を含む。）が延長された

管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると

認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期間を更

に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこ

の項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規定により延

長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員

について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、

市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から

起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更

に延長することができる。  

５  任命権者は、前各項の規定により異動期間を延長する場合及

び第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、

あらかじめ職員の同意を得なければならない。  

６  任命権者は、第１項から第４項までの規定により異動期間を

延長した場合において、当該異動期間の末日が到来する前に当

該異動期間の延長の事由が消滅したと認めるときは、他の職へ

の降任等をするものとする。  

    第４章  定年前再任用短時間勤務職員の任用  

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）  

第１０条  任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時

的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者（以

下この条において「年齢６０年以上退職者」という。）を、従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の  
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勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務

の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間

に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。）

に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がそ

の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当

日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとし

た場合における定年退職日をいう。）を経過した者であるとき

は、この限りでない。  

    第５章  雑則  

 （雑則）  

第１１条  この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。  

 附則第１項ただし書を削る。  

 附則第２項を次のように改める。  

 （定年に関する経過措置）  

２  令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間におけ

る第３条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間

の区分に応じ、同項中「６５年」とあるのはそれぞれ同表の中

欄に掲げる字句とし、同項ただし書中「７０年」とあるのはそ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

令和５年４月１日から令和７年３月３１
日まで  

６１年  ６６年  

令和７年４月１日から令和９年３月３１
日まで  

６２年  ６７年  

令和９年４月１日から令和１１年３月３
１日まで  

６３年  ６８年  

令和１１年４月１日から令和１３年３月
３１日まで  

６４年  ６９年  

 附則に次の２項を加える。  

３  第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（同条第

１項又は第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を

延長した職員であって、定年退職日（令和６年３月３１日、令  
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和７年３月３１日、令和８年３月３１日、令和９年３月３１日、

令和１０年３月３１日及び令和１１年３月３１日に限る。）に

おいて管理監督職を占めているものに対する第４条の規定の適

用については、同条第１項中「できる」とあるのは「できる。

ただし、附則第３項に規定する職員については、第９条第１項

又は第２項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延

長した場合であって、引き続き勤務させることについて市長の

承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占め

ている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３

年を超えることができない」と、同条第２項中「定年退職日」

とあるのは「定年退職日（附則第３項に規定する職員にあって

は、当該職員が占めている管理監督職（法第２８条の２第１項

に規定する職をいう。）に係る異動期間の末日）」とする。  

 （情報の提供及び勤務の意思の確認）  

４  任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その

他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並び

に第３条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において

同じ。）年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（次の各

号に掲げる職員にあっては、当該各号に掲げる年度）において、

当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に適用

される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を

提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の

意思を確認するよう努めるものとする。  

⑴  年齢６０年に達する日の属する年度の前年度に職員でな  

かった者で、当該前年度の末日後に採用されたもの（次号に

掲げる職員を除く。）  当該採用の日の属する年度  

⑵  異動等により年齢６０年に達する日の属する年度の前年度

の末日を経過することとなった職員  当該異動等の日の属す

る年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年

度）  

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第４条  職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年亀岡  
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市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

 第４条中「６月以下」の次に「の期間、その発令の日に受ける」

を、「を除く。）」の次に「。以下この条において同じ。」を加

え、同条に後段として次のように加える。  

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の

１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減

ずるものとする。  

 （亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）  

第５条  亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年亀

岡市条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第３項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１

項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。  

 第３条第１項中「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員（以下「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間

勤務職員等」に改め、同条第２項中「再任用短時間勤務職員等」

を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。  

 第４条及び第１２条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員等」

を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。  

 第１８条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員等」に改める。  

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

第６条  職員の育児休業等に関する条例（平成４年亀岡市条例第９

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第２号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条中

第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。  

⑶  職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの

規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を

含む。）が延長された管理監督職を占める職員  

 第１０条第２号中「第５条第１項又は第２項」を「第４条第１

項又は第２項」に、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条  
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に次の１号を加える。  

⑶  職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの

規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を

含む。）が延長された管理監督職を占める職員  

 第１７条の２の表中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。  

 第１８条の２の表第１２条第２項の項中「再任用短時間勤務職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、同表第２４条の２の

項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同表第２４条の３の項を削る。  

 第１９条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第

１項」に、「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間

勤務職員等」に改める。  

 第２０条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任

用短時間勤務職員等」に改める。  

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）  

第７条  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年

亀岡市条例第７号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２８条の４第１項の規定により採用される職員を除

く。）」を削り、同項第４号中「の規定により引き続いて勤務さ

せることとされ、又は同条第２項の規定により期限を延長する」

を「又は第２項の規定により引き続き勤務する」に改め、同項中

第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。  

⑸  職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの

規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を

含む。）を延長された管理監督職を占める職員  

 （亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部改正）  

第８条  亀岡市一般職員の給与に関する条例（昭和３０年亀岡市条

例第２５号）の一部を次のように改正する。  

 第１条中「一般職の職員（」の次に「法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員を除く。」を加える。  
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 第４条第４項を削る。  

 第４条第５項を次のように改め、同項を同条第４項とする。  

５  法第２２条の４第１項本文の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前

再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年

前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、亀岡

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年亀岡市条例

第２７号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第３項の規

定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。  

 第５条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第４項

を次のように改める。  

４  ５５歳（規則で定める職員にあっては、５６歳以上の年齢で

規則で定めるもの）を超える職員の第２項の規定による昇給は、

同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好

又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合

の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い

決定するものとする。  

 第１２条第２項第１号中「その者」を「当該職員」に改め、同

項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該職員」に改め

る。  

 第１５条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第２

項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改め、同条第３項に次のただし書を加える。  

 ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第５

条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に

した勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における

割振り変更前の正規の勤務時間との合計が３８時間４５分に達

するまでの間の勤務については、この限りでない。  
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 第１５条第４項中「（勤務時間条例第３条第１項、第４条及び

第５条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるも

のをした時間を除く。第７項において同じ。）」を削り、同条第

５項中「場合は」を「場合には」に改める。  

 第１８条第４項中「第１５条、第１６条第３項及び前条」を

「第１５条から前条まで」に改める。  

 第１９条中「第１５条、第１６条第２項、第１７条」を「第  

１５条から第１７条まで」に改める。  

 第２０条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３

項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、  

「１００分の１００」を「、１００分の１００」に、「１００分

の５７．５」を「、１００分の５７．５」に改める。  

 第２０条の２第３号及び第４号並びに第２０条の３第１項第１

号及び第３項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。  

 第２１条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、

「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項各号中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  

 第２４条の２の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改め、同条中「第１０条」を「第５条第２項から

第７項まで、第１０条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。  

 附則を附則第１項とし、附則に次の７項を加える。  

２  当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日

後における最初の４月１日（附則第４項において「特定日」と

いう。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、

第５条第１項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同

条第３項、第４項、第６項及び第７項の規定により当該職員の

受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該

額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切

り上げるものとする。）とする。  

３  前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。  
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⑴  臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて

任用される職員及び常勤を要しない職員  

⑵  職員の定年等に関する条例（昭和５９年亀岡市条例第３１

号。以下「定年条例」という。）第３条ただし書に規定する

職員  

⑶  定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務してい

る職員（定年条例第２条に規定する定年退職日において前項

の規定が適用されていた職員を除く。）  

⑷  定年条例第９条第１項又は第２項の規定により異動期間

（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長され

た管理監督職を占める職員  

４  法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた

職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項

及び附則第６項において「異動日」という。）の前日から引き

続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第

２項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項にお

いて「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員

が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該

額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切

り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」と

いう。）に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除

く。）には、当分の間、特定日以後、附則第２項の規定により

当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料

月額との差額に相当する額を給料として支給する。  

５  前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受

ける給料月額との合計額が第４条の２第２項の規定により当該

職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える

場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料

月額と特定日給料月額」とあるのは、「第４条の２第２項の規

定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料

月額と当該職員の受ける給料月額」とする。  
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６  異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則

第２項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第４項に規定す

る職員を除く。）であって、同項の規定による給料を支給され

る職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、

当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、

前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。  

７  附則第４項又は前項の規定による給料を支給される職員以外

の附則第２項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情

を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると

認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額の

ほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。  

８  附則第２項から前項までに定めるもののほか、附則第２項の

規定による給料月額、附則第４項の規定による給料その他附則

第２項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。  

 別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のよ

うに改める。  

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 
基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 

 別表第２中  

「  

３級 主任の職務又はこれに相当する職務 

４級 

 

⑴ 係長の職務又はこれに相当する職務 

⑵ 困難な業務を処理する主任の職務又はこれに相当する職務 

５級 副課長の職務又はこれに相当する職務 

６級 課長の職務又はこれに相当する職務 

７級 部長の職務又はこれに相当する職務 

                            」  
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を  

「  

３級 

 

主任の職務又は主任と同等の知識又は経験を必要とする業務を

行う職務 

４級 ⑴ 係長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

⑵ 困難な業務を処理する主任の職務又は困難な業務を処理す

る主任と同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

５級 副課長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

６級 課長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

７級 部長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

                            」  

に改める。  

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正）  

第９条  職員の退職手当に関する条例（昭和３０年亀岡市条例第  

２８号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第１項中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された者を除く。」を削り、

同条第２項中「含む。」の次に「第１０条第２項において「勤務

日数」という。」を、「１８日」の次に「（１月間の日数（亀岡

市の休日を定める条例（平成３年亀岡市条例第１７号）第１条第

１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）が２０日に満たな

い日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に

相当する日数を減じた日数。第１０条第２項において「職員みな

し日数」という。）」を加え、同項ただし書中「地方公務員法」

の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。  

 第３条第１項中「給料月額（給料が日額で定められている者に

ついては」を「給料（これに相当する給与を含む。以下同じ。）

の月額（給料が日額で定められている者については、退職の日に

おけるその者の」に、「給料月額」を「退職日給料月額」に改め、

同条第２項中「次条第２項」を「この項、次条第２項」に、「を

含む」を「及び傷病によらず、地方公務員法第２８条第１項第１  
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号から第３号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を

含む。以下この項及び第６条の４第４項において「自己都合等退

職者」という」に、「その者が」を「自己都合等退職者が」に改

める。  

 第５条第１項中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１

項」に、「第２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改

め、同条第２項中「前項」を「同項」に改める。  

 第５条の３中「１０年」を「１５年」に改める。  

 第６条の４第１項中「休職、」を「休職及び」に、「除く。以

下」を「除く。第７条第４項において」に改め、「額（以下」の

次に「この項及び第５項において」を加え、同条第４項各号中

「自己都合退職者」を「自己都合等退職者」に改める。  

 第１０条第２項中「職員について定められている勤務時間以上

勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤

務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）」

を「勤務日数」に、「１８日」を「職員みなし日数」に改め、同

条第４項中「職員が、」を「職員が」に、「」とする」を「」と

し、当該退職の日後に事業（その実施期間が３０日未満のものそ

の他市長が認めるものを除く。）を開始した職員その他これに準

ずるものとして市長が認める職員が市長にその旨を申し出たとき

は、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項

及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超

える場合における当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの

項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第１０項第２号

ア及びイ中「公共職業安定所長」を「市長」に改め、同条第１１

項第５号中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める。  

 第１８条第１項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。  

 第１９条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第２

号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。  

 第２１条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６  
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項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第２項から

第４項までの規定中「にあっては」を「には」に改め、同条第５

項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「に

あっては」を「には」に改める。  

 附則第３項中「第５条の３まで」の次に「及び附則第９項から

第１７項まで」を加える。  

 附則第４項中「第５条の２」の次に「及び附則第１２項」を加

える。  

 附則第５項中「第５条」の次に「又は附則第１０項」を加える。  

 附則に次の１０項を加える。  

８  令和７年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第

１０項の規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあ

るのは「第２８ 条まで及び附則 第５条」と、同 項第２号中   

「イ  雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で

定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４

条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として別に

定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの                   」  

とあるのは  

「イ  雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で

定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４

条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として別に

定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの  

ウ  特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に

規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第２４条の

２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業

指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる

者を除く。）                    」  
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とする。  

９  当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の

期間勤続した者であって、６０歳に達した日以後その者の非違

によることなく退職したもの（定年の定めのない職を退職した

者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対

する退職手当の基本額について準用する。この場合における第

３条の規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」と

あるのは、「、第５条又は附則第９項」とする。  

１０  当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続

した者であって、６０歳に達した日以後その者の非違によるこ

となく退職したもの（定年の定めのない職を退職した者及び同

条第１項又は第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退

職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の

規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」とあるの

は、「、第５条又は附則第１０項」とする。  

１１  前２項の規定は、職員の定年等に関する条例（昭和５９年

亀岡市条例第３１号）第３条ただし書に規定する職員（以下

「医療業務従事職員」という。）が退職した場合に支給する退

職手当の基本額については適用しない。  

１２  亀岡市一般職員の給与に関する条例附則第２項の規定によ

る職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しない

ものとする。  

１３  当分の間、第５条第１項に規定する者のうち、その者の非

違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が

市長の承認を得たものに対する第５条の３及び第６条の３の規

定の適用については、第５条の３本文中「定年に達する日」と

あるのは「定年（附則第１１項に規定する医療業務従事職員

（以下「医療業務従事職員」という。）以外の者にあっては  

６０歳とし、医療業務従事職員にあっては６５歳とする。）に

達する日」と、同条の表第５条第１項の項、第５条の２第１項

第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３

の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号  
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の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数１年につき」とあるのは「その者に係る定

年（医療業務従事職員以外の者にあっては６０歳とし、医療業

務従事職員にあっては６５歳とする。）と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数１年につき」とする。  

１４  当分の間、第５条第１項に規定する者のうち、その者の非

違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が

市長の承認を得たもの（次の表の左欄に掲げる者であって、退

職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同

表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。）（市長が定める者

を除く。）に対する第５条の３の規定の適用については、同条

本文中「６月」とあるのは、「０月」とする。  

医療業務従事職員以外の者  ６０歳  

医療業務従事職員  ６５歳  

１５  当分の間、第５条第１項に規定する者（法第２８条の６第

１項の規定により退職した者（法第２８条の７第１項の期限又

は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職し

た者を含む。）及びこれに準じる他の法令の規定により退職し

た者並びに法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除

く。）に対する第５条の３の規定の適用については、同条本文

中「１５年を」とあるのは「１０年を」とするほか、前項の表

の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「退職の日におい

て定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。  

１６  当分の間、第５条第１項に規定する者のうち定員の減少若

しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより

退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの及び公

務上の傷病又は死亡により退職した者であって附則第１４項の

表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に

退職したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適用

については、第５条の３の表第５条第１項の項、第５条の２第

１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条  
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の３の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２第

２号の項中「１００分の２」とあるのは、「附則第１４項の表

の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職

の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に１００分の

２を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者

に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する

年数で除して得た割合」とする。  

１７  当分の間、第５条第１項に規定する者のうち定員の減少若

しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより

退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの及び公

務上の傷病又は死亡により退職した者であって附則第１４項の

表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後

に退職したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適

用については、第５条の３の表第５条第１項の項、第５条の２

第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６

条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２

第２号の項中「１００分の２」とあるのは、「１００分の２を

退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」

とする。  

（亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部改正）  

第１０条  亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例（昭和４１年亀岡市条例第３０号）の一部を次のように

改正する。  

 第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１

項」に改める。  

 第２１条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に

改める。  

（亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正）  
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第１１条  亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例（平成１５年亀岡市条例第３８号）の一部を次のように改正

する。  

 第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１

項」に改める。  

 第２５条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に

改める。  

 

    第２章  経過措置  

 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢）  

第１２条  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第  

６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第８条第３項の

条例で定める職は、次に掲げる職とする。  

⑴  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に設置

された職  

⑵  施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職  

２  令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項

に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合に

おける第３条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例

（以下「旧定年条例」という。）第３条に規定する定年（以下

「旧定年条例定年」という。）に準じた当該職に係る年齢とする。  

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用

する新法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢）  

第１３条  令和３年改正法附則第４条又は附則第６条の規定が適用

される場合における令和３年改正法附則第８条第４項の規定によ

り読み替えて適用される令和３年改正法による改正後の地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「新法」という。）第  

２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。  

⑴  施行日以後に設置された短時間勤務の職（第３条の規定によ

る改正後の職員の定年等に関する条例（以下「新定年条例」と  
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いう。）第１０条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同

じ。）  

⑵  施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤

務の職  

２  令和３年改正法附則第４条又は附則第６条の規定が適用される

場合における令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み

替えて適用される新法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、

前項に規定する短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていた

ものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職

を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当

該短時間勤務の職に係る年齢とする。  

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職、者及び職

員）  

第１４条  令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、

次に掲げる職のうち、当該職が基準日（附則第１０項から第１７

項までの規定が適用される間における各年の４月１日（施行日を

除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置され

ていたものとした場合において、基準日から基準日の翌年の３月

３１日までの間、基準日における新定年条例定年（新定年条例第

３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日におけ

る新定年条例定年を超える職とする。  

⑴  基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。）  

⑵  基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時

間勤務の職を含む。）  

２  令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に

規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合にお

いて、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者

とする。  

３  令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１

項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合

において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達してい  
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る職員とする。  

 

   附  則  

 

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第８条

中亀岡市一般職員の給与に関する条例第２０条第３項の改正規定

（「再任用職員」を「定年前再任用職員短時間勤務職員」に改め

る部分を除く。）並びに第９条中職員の退職手当に関する条例第

２条第２項及び第１０条の改正規定並びに次項並びに第２９項及

び第３２項の規定は、公布の日から施行する。  

 （実施のための準備）  

２  任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和６年３

月３１日までの間に年齢６０年に達する職員（当該職員が占める

職に係る旧定年条例第３条の規定による定年が年齢６０年である

職員に限る。）に対し、新定年条例附則第４項の規定の例により、

当該職員が年齢６０年に達する日以後に適用される任用及び給与

に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとすると

ともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努め

るものとする。  

（亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正

に伴う経過措置）  

３  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同附則第９条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７

条第１項から第４項までの規定により採用された職員は、この条

例による改正後の亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例第３条に規定する地方公務員法第２２条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例の規定を適

用する。  

（職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  施行日前に旧定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤  
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務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限（同条第１項

の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以下

この項及び次項において同じ。）が施行日以後に到来する職員

（次項において「旧定年条例勤務延長職員」という。）に係る当

該旧定年条例勤務延長期限までの間における同条第１項又は第２

項の規定による勤務については、新定年条例第４条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。  

５  任命権者は、旧定年条例勤務延長職員について、旧定年条例勤

務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場

合において、新定年条例第４条第１項各号に掲げる事由があると

認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算

して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただ

し、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例

第２条に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えるこ

とができない。  

６  新定年条例第４条第３項から第５項までの規定は、前項の規定

による勤務について準用する。  

７  新定年条例第９条第１項の規定は、施行日において附則第４項

の規定により同条第１項に規定する管理監督職を占めたまま引き

続き勤務している職員には適用しない。  

８  任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４

月１日、令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以

下この項において同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの

間、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定

年条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日にお

ける旧定年条例定年を超える職（基準日における新定年条例定年

が新定年条例第３条本文に規定する定年である職に限る。）及び

これに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める

職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新定年条

例第４条第１項若しくは第２項又は附則第４項若しくは第５項の

規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日

における当該職に係る新定年条例定年（基準日が施行日である場  
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合には、施行日の前日における旧定年条例第３条に規定する定年）

に達している職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定め

る職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。  

９  新給与条例附則第２項から第８項までの規定は、附則第４項又

は第５項の規定により勤務している職員には適用しない。  

１０  任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以

後における最初の３月３１日（次項並びに附則第１２項、第１５

項及び第１６項において「年齢６５年到達年度の末日」という。）

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務

を要する職に係る旧定年条例定年（施行日以後に設置された職及

び組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの

職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定

年条例定年に準じたそれぞれの職に係る年齢）に達している者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に

採用することができる。  

⑴  施行日前に旧定年条例第２条の規定により退職した者  

⑵  旧定年条例第４条第１項若しくは第４項又は附則第５項の規

定により勤務した後退職した者  

⑶  ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる

者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年

を経過するまでの間にあるもの  

⑷  ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる

者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年

を経過する日までの間に、旧法再任用（令和３年改正法による

改正前の地方公務員法第２８条の４第１項又は第２８条の５第

１項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（こ

の項、次項又は附則第１５項若しくは第１６項の規定により採

用することをいう。次項において同じ。）をされたことがある

もの  

１１  令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に係る者の

うち、年齢６５年到達年度の末日までの間にある者であって、当  
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該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定

年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該

常時勤務を要する職に採用することができる。  

⑴  施行日以後に新定年条例第２条の規定により退職した者  

⑵  施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定によ

り勤務した後退職した者  

⑶  施行日以後に新定年条例第１０条の規定により採用された者

のうち、新法第２２条の４第３項に規定する任期が満了したこ

とにより退職した者  

⑷  ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げ

る者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５

年を経過する日までの間にあるもの  

⑸  ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げ

る者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５

年を経過する日までの間に暫定再任用されたことがあるもの  

１２  前２項の任期又はこの項（附則第１７項において準用する場

合を含む。以下この項から附則第１４項までにおいて同じ。）の

規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で更新する

ことができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により

採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢６５

年到達年度の末日以前でなければならない。  

１３  暫定再任用職員の前項の規定による任期の更新は、当該暫定

再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績その他の規則

で定める情報に基づき行うことができる。  

１４  任命権者は、附則第１２項の規定により任期を更新する場合

には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならな

い。  

１５  任命権者は、新法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、

附則第１０項各号に掲げる者のうち年齢６５年到達年度の末日ま

での間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務

の職に係る旧定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職  
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員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同

種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年（施

行日以後に設置された短時間勤務の職及び組織の変更等により名

称が変更された短時間勤務の職にあっては、これらの短時間勤務

の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、

常時勤務を要する職でその職務がこれらの短時間勤務の職と同種

の職を占めていたとしたときにおける旧定年条例定年に準じたそ

れぞれの短時間勤務の職に係る年齢）をいう。）に達しているも

のを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職

に採用することができる。  

１６  令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新法第２２条

の４第４項の規定にかかわらず、附則第１１項に掲げる者のうち、

年齢６５年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を

採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢

（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職

務が短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合にお

ける新定年条例定年をいう。附則第１９項において同じ。）に達

している者（新定年条例第１０条の規定により当該短時間勤務の

職に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲

内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。  

１７  前２項の規定により採用された職員の任期については、附則

第１２項から第１４項までの規定を準用する。この場合において、

附則第１２項中「前２項」とあるのは、「附則第１５項若しくは

第１６項」と読み替えるものとする。  

１８  新定年条例第１０条の規定は、施行日以後に退職をした同条

に規定する年齢６０年以上退職者（次項において「年齢６０年以

上退職者」という。）について適用する。  

１９  任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、

令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項

において同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準  
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日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定

年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新

定年条例定年相当年齢が新定年条例第３条本文に規定する定年で

ある短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に

設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職

（以下この項において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時

間勤務職」という。）に、基準日の前日までに年齢６０年以上退

職者となった者（基準日前から新定年条例第４条第１項又は第２

項の規定により勤務した後基準日以後に退職した者を含む。）の

うち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年

相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達

している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則

で定める者）を、新定年条例第１０条の規定により採用すること

ができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、

定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日に

おける当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係

る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務

職（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める

定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任す

ることができない。  

（亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う

経過措置）  

２０  暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの

規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項

までの規定により採用された職員をいう。）は、この条例による

改正後の亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３

項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例

の規定を適用する。  
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（亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

２１  暫定再任用職員（短時間勤務の職を占める暫定再任用職員

（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）を除く。以下こ

の項及び次項において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職

員が定年前再任用短時間勤務職員（新定年条例第１０条の規定に

より採用された職員をいう。以下同じ。）であるものとした場合

に適用される亀岡市一般職員の給与に関する条例第４条第１項に

規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準

給料月額のうち、同条例第４条第２項の規定により当該暫定再任

用職員の属する職務の級に応じた額とする。  

２２  地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第   

１１０号）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている

暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第１４条の規定に基づき定めら

れた当該暫定再任用職員の勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（平成６年亀岡市条例第２７号）第２条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とす

る。  

２３  暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短

時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場

合に適用される亀岡市一般職員の給与に関する条例第４条第１項

に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基

準給料月額のうち、同条例第４条第２項の規定により当該暫定再

任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、亀岡市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の規定により定め

られた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。  

２４  暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、第８条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与

に関する条例（以下「新給与条例」という。）第１２条第２項並

びに第１５条第２項及び第３項の規定を適用する。  
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２５  暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

新給与条例第２０条第３項の規定を適用する。  

２６  新給与条例第２１条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれ

る場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区

分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第

１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任

用短時間勤務職員及び職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整

備等及び経過措置に関する条例（令和４年亀岡市条例第○号）附

則第１０項、第１１項、第１５項又は第１６項の規定により採用

された職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、

同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年

前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。  

２７  新給与条例第５条第２項から第７項まで、第１０条、第１１

条及び第１１条の３の規定は、暫定再任用職員には適用しない。  

（職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

２８  暫定再任用職員に対する第９条の規定による改正後の職員の

退職手当に関する条例（以下「新退職手当条例」という。）第２

条第１項の規定の適用については、同項中「（以下「職員」とい

う。）」とあるのは、「（職員の定年の引上げ等に伴う関係条例

の整備等及び経過措置に関する条例（令和４年亀岡市条例第○号）

附則第１０項、第１１項、第１５項又は第１６項の規定により採

用された職員を除く。以下「職員」という。）」とする。  

２９  新退職手当条例第１０条第４項の規定は、令和４年７月１日

以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして

同項の市長が認める職員に該当するに至った者について適用する。  

（亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部改正に伴う経過措置）  

３０  暫定再任用職員については、亀岡市上下水道部の企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例第５条、第６条の２、第７条の

２及び第１５条の規定は、適用しない。  

（亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正に伴う経過措置）  
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３１  暫定再任用職員については、亀岡市立病院の企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例第５条、第６条、第８条及び第１８

条の規定は、適用しない。  

 （委任）  

３２  この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

経過措置は、規則で定める。  

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）  

３３  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和  

３７年亀岡市条例第３８号）の一部を次のように改正する。  

 附則第５項中「新条例第２条第２項」を「職員の退職手当に関

する条例第２条第２項」に、「、新条例」を「、同条例」に、

「新条例第３条」を「同条例第３条」に改める。  

 附則第７項中「新条例」を「職員の退職手当に関する条例」に

改める。  

３４  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和  

４９年亀岡市条例第１号）の一部を次のように改正する。  

 附則第４項中「に新条例」を「に職員の退職手当に関する条例」

に改め、「第５条まで」の次に「又は附則第９項若しくは第１０

項」を加え、「、新条例」を「、同条例」に改め、「第５条の３

まで」の次に「及び附則第９項から第１７項まで」を加える。  

 附則第５項中「に新条例」を「に職員の退職手当に関する条例」

に、「新条例第５条の２」を「同条例第５条の２及び附則第１２

項」に改める。  

 附則第６項中「新条例第５条」を「職員の退職手当に関する条

例第５条又は附則第１０項」に改める。  

 附則第７項中「、新条例」を「、職員の退職手当に関する条例」

に、「と新条例」を「と同条例」に改める。  

３５  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成  

１８年亀岡市条例第６号）の一部を次のように改正する。  

 附則第２条中「、新条例」を「、職員の退職手当に関する条例」

に改める。  
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職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の

整備等及び経過措置に関する条例案要綱  

 

 

 地方公務員法の一部改正により、職員の定年の引上げ等が行われ

ることに伴い、関係する１１条例について次のとおり規定整備を図

り、経過措置を設けること。  

 

１  亀岡市職員の再任用に関する条例の廃止  

 定年の引上げに伴い、現行の再任用制度を廃止すること。  

 

２  亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正  

 所要の規定整備を図ること。  

 

３  職員の定年等に関する条例の一部改正  

⑴  職員の定年は年齢６５年とし、例外として医療業務に従事す

る医師である職員の定年は年齢７０年とすること。  

⑵  管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とすること。  

⑶  管理監督職から他の職への降任等を行うに当たって遵守すべ

き基準について定めること。  

⑷  年齢６０年以上退職者を定年前再任用短時間勤務職員に採用

できることとすること。  

⑸  令和１３年３月末をもって定年の引上げが完了するまでの定

年に関する経過措置を定めること。  

⑹  任命権者は、年齢６０年に達する日の属する年度の前年度に

年齢６０年に達する日以後の任用等に係る必要な情報の提供及

び同日の翌日以後の勤務の意思の確認に努めることとすること。  

⑺  その他所要の規定整備を図ること。  

 

４  職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正  

 給与から減じる額が、現に受ける給料の月額の１０分の１に相

当する額を超えるときは、当該額を給与から減じること。  
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５  亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正  

 所要の規定整備を図ること。  

 

６  職員の育児休業等に関する条例の一部改正  

 所要の規定整備を図ること。  

 

７  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正  

 所要の規定整備を図ること。  

 

８  亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部改正  

⑴  定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、職務の級に応じ

た額に、当該職員の勤務時間を常時勤務を要する職を占める職

員の通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とすること。  

⑵  ５５歳以上の職員のうち規則で定める年齢に達した日以降の

直近の３月３１日を超えて在職する職員の昇給は、特に良好な

成績で勤務した場合に限り行うこと。  

⑶  当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日

後における最初の４月１日（以下「特定日」という。）以後、

当該職員の職務の級及び号給に応じた額に１００分の７０を乗

じて得た額とすること。  

⑷  医療業務に従事する医師である職員等には、⑶の規定は適用

しないこと。  

⑸  他の職への降任等をされた職員で、特定日における⑶の規定

による給料月額（以下「特定日給料月額」という。）が、降任

等をされた日（以下「異動日」という。）の前日の給料月額に

１００分の７０を乗じて得た額（以下「基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、

⑶の規定による給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月

額との差額に相当する額を給料として支給すること。  

⑹  その他所要の規定整備を図ること。  

 

９  職員の退職手当に関する条例の一部改正  
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⑴  定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例につ

いては、退職の日において定められている定年から１５年を減

じた年齢以上の退職者に適用すること。  

⑵  当分の間、１１年以上の期間勤続した者であって、６０歳に

達した日以後その者の非違によることなく退職したものに対す

る退職手当の基本額については、定年により退職したものとし

て算定すること。  

⑶  医療業務に従事する医師である職員が退職した場合に支給す

る退職手当の基本額については、⑵の規定は適用しないこと。  

⑷  給与条例による職員の給料月額の改定（以下「給料月額７割

措置」という。）は、給料月額の減額改定に該当しないものと

すること。  

⑸  定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例につ

いて経過措置を設けること。  

⑹  その他所要の規定整備を図ること。  

 

１０  亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部改正  

 所要の規定整備を図ること。  

 

１１  亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正  

 所要の規定整備を図ること。  

 

１２  この条例は、令和５年４月１日から施行すること。ただし、

８の⑹の一部、９の⑹の一部及び１３の規定は、公布の日から施

行すること。  

 

１３  任命権者は、令和５年３月３１日までの間に、同年４月１日

から令和６年３月３１日までの間に定年に達する職員に対し、３

の⑹の例により、必要な情報の提供及び勤務の意思の確認に努め

ること。  
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１４  ２、３、５及び８から１１の施行に関し、必要な経過措置を

定めること。  

 

１５  ９の施行に関し、関係する条例について、所要の規定整備を

図ること。  
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